
草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

草津市職員の退職手箋に伊美月する条例のィ都を改正する条例の一部改正 (第 12条関係) 新 i回 対照表
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第 1条  (田各)

第 2条 職員が新制度適用職員 (職員であつて、その者がこの条例の施

行の日(以下「施行 日」とい う。)以後に退職することによりこの条例

による改正後の草津市職員の退職手当に関する条例 (以 下 「新条例」

という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をい う。

以下同じ。)と して退職 した場合において、その者が施行 日の前 日に

現に退職 した理由と同一の理由により退職 したものとし、かつ、その

者の同日までの勤続期間および同日における給料月額を基礎 として、

この条例による改正前の草津市職員の退職手当に関する条例 (以 下
「旧条例」とい う。)第 3条から第 5条 の 2ま で、第 6条および付則

第 3項から第 5項まで、付則第 7条 の規定による改正前の草津市職員

の退職手基に関する条例の一部を改正する条例 (昭和 48年草津市条

例第 27号。以下この条および次条において「条例第 27号」という。)

付則第 3項から第 6項までならびに付則第 8条の規定による改正前

の草津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 (平成 1

5年草津市条例第 25号。以下この条および次条において「条例第 2

5号」とい う。)付則第 12項の規定により計算 した額 (当 該勤続期間

が43年または44年の者であつて、傷病もしくは死亡によらずにそ

の者の者卜合によりまたは公務によらない傷病により退職 したものに

あつては、その者が旧条例第 5条の規定に該当する退職をしたものと

みなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年 として旧条例付則第 3

項の規定の例により計算 して得 られる額)にそれぞれ 100分 の8

3.7(当 該勤続期間が 20年以上の者 (42年以下の者で傷病または

死亡によらずにその者の都合により退職 したものおよび 37年以上

42年以下の者で公務によらない傷病により退職 したものを除 く。 )

にあつ イま、 104分 の 83.7)を 乗 じて得た額が、新条例第 2条

卓津市職員のiた
P(職手当に関する条例の一部を改正 す

‐
る条例 (工辟成 18年草津市条例第 18

号)の付則の‐部改正

新   条   例 (案 )

イ寸 貝4

第 1条  (略 )

第 2条 職員が新制度適用職員 (職員であつて、その者がこの条例の施

行の日(以 下「施行 日」とい う。)以後に退職することによりこの条例

による改正後の車津市職員の退職手当に関する条例 (以下 F新条例」

とい う。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をい う。

以下同じ。)と して退職 した場合において、その者が施行 日の前 日に

現に退職 した理由と同一の理由により退職 したものとし、かつ、その

者の同国までの勤続期間および同国における給料月額を基礎 として、

この条例による改正前の車津市職員の退職手当に関する条例 (以 下
「旧条例」とい う。)第 3条から第 5条の 2ま で、第 6条および付則

第 3項から第 5項まで、付則第 7条 の規定による改正前の草津市職員

の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 (昭 和 48年草津市条

例第 27号。以下この条および次条において「条例第 27号」という。)

付則第 3項から第 6項までならびに付則第 8条の規定による改正前

の草津市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 (平成 1

5年草津市条例第 25号Ь以下この条および次条において「条例第 2

5号」という。)付貝1第 12項の規定により計算 した額 (当 該勤続期間

が43年または44年の者であつて、傷病もしくい死亡によらず |こ
そ

の者の都合によりまたは公務によらない傷病により退職 したものに

あつては、その者が旧条例第 5条の規定に該当する退職をしたものと

みなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年 として旧条例付則第 3

項の規定の例により計算 して得 られる額)1と それぞれ 100分 の 8

8,7(当 該勤続期間が 20年以上の者 (42年以下の者で傷病または

死亡によらずにその者の都合により退職 したものおよび 37年以上

42年以下の者で公務によらない傷病により退職 したものを除くと )

のにあつては、104分 の 83.7)を 乗 じて得た額が



草津市職員の定年等に関する条例等の下部を改正する等の条例
草津市耳哉員の退職季当に関する条例の一部を改正する条例の 一部改正 12 関係 ) 旧対照表
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の4から第5条の3!ま でおよび第o条から第6条のoま でならびに
付則第 3雰つⅢら第 う項まで、付員Ⅲ第 4条、付則第 5条、付則第 7条の
規定による改正後の条例第 27号付則第 3項から第 6項までならび

|こ 条例第 學写号付卿第 12項の規定により計算 した還職手当あ額 (以

下
「新条例等還騨手当額」 とぃ う。)よ りも多いときは、これ らゐ規

定にかかゎらず、その多ぃ額をもつてその者に支給すべきこれらあ規
定による退職手当ゅ額とする。

2(H各 )

第 3条営第 19条  (略)         ヽ 「

新   条   例 (案 )

2条の 4か ら 5条の 3ま でおょび第 6条
から第 6条の 5ま でならびに付則第 3項から第 5項までャ付則第 4
条、付則第 5条、付則第 7条の規1定 による改正後の条例第 27号付則
第 3項から第 6項までならびに条例第 25号付則第 12項の規定に
より計算 した浮職手当の額 (以 下 「新条例等退職手当額Jと い う。 )

よりも多いときは、これ らの規定にかかわらず、そめ多い額をもつて
その者に支給すべきこれ らの規定による退職手当の額 とする。

2(略 )

第 3条～第 10条  (略 )‐



草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

草津市企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部改正 (第 13条関係) 新旧対照表
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第 1条  (略 )

(給与の種類 )

第 ?条 企業職員で常時勤務を要する者、地方公務員法 (昭和 25年法

律第 261号 )第 22条の 2第 1項 に規定する会計年度任用職員 (第

15条第 1項および第 ?0条第 1項において単に F会計年度任用職

員」という。)お よび同法第 28条の 5第 1項に規定する短時間勤務

の職を占める職員 (以下「職員」とい う。)の給与の種類は、給料およ

び手当とする6

2-3 (田各)

第 3条～第 201条  (略 )

(再任用職員等についての適用除外 )

第 21条 第 5条 、第 6条、第 6条 の 3お よび第 15条の規定は、地方

公務員法笹 基 笛 I百  笛 28 基 雀 刊工百 と、1ご 肘 笠 R峯28 の 4 1 の 5 2

の 6第 1項 もしくは第 2項、地方公務員の育児休業等に関する法律第

18条第 1項または草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条

例第 4条の規定により採用 された職員には適用 しない。

2  (田各)                   
｀

第 22条  (略 )

第 1条  (略 )

(給与の種類)

第 2条 企業職員で常時勤務を要する者(地方公務員法 (昭和 25年法

律第 261号 )第 22条の 2第 1項に規定する会計年度任用職員 (第

1ら 条第 1項および第 20条第 1項において単に 「会計年度任用職

員」とい う。)お よび同法第 22条の 4第 1項に規定する短時間勤務

の職を占める職員 (以下「職員」とい う。)の給与の種類は、給料およ

び手当とする。

2～ 3 (略 )

第 3条ん第 20条  (略 )

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外 )

第 21条 第 5条 、第 6条、第 6条の 3お よび第 15条の規定は、地方

公務員法第 22条の4第 1項 もしくは第 22条の 5第 1項 もしくは

第 2項、地方公務員の育児体業等に関する法律第 18条第 1項または

草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第 4条の規定によ

り採用された職員には適用しない。       「

2(略 )

第 22条  (略 )

(案 )新   条   例



草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例
草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 (付則関係) 新旧対照表
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新 条 例 (案 )

付 則

(施行期 日等 )

第 1条 この条例 は、令和 5年 4 1日 か ら旅 行 す るハ だ し、第 10
条草津市職員の退職手当に関する条例第 lo 条第 4項および第 11
項の改正規定ならびに同条例付則第 7項の改正規惹な びに付則第
11条および第 18 の規定は、公布の日から施行す る。

2 雀 10 粂 の 想 市 ιこよる附 正 絡 の 童 注 市 職 昌 の 根 路 乖 当 イ 閣 十 る 条

例第 10条第 4項の規定は、令不日4年 7 月 1日 か ら適用する∩

(草津市職員の定年等に関する条例の 部改正に伴 う 務延長に関
する経過措置)

第 2条 任命権者は、施行 日 (こ の条例の施行の 日をいう。以下同じぉ)

飩にこの条例による改正前の草津市職員の 年等に関す る条例 (以下
「旧定年条例Jと い うハ)第 4 第 1項または第 2項の 定により勤
務 十 ス ),,´ 六 ,q′ か つ I日 常 イ丁ll勤蕗 征 与 萱月限 r国 筆 1 コ:百 の 士月

または 2 の により い の

において同じ。)が施行 日以後に到来する職員 (以 下この項において
「旧庁年条例勤落征早職 昌 |ル い うハ)tこついて 旧声年 条例 勤務 征

早 劇R【巳支 ナ‐ケ士こ の r百 の キロf=ι よ り征 辱 六 ね′ 萱月【辞パ 至|| す る場合 ↓

おいて、この条例による改正後の童津市職 員の定年等に関する条例

い 1 イこ ヽ

る 注認 め る と共 ′女、市 岳 の 承 認 狩 得 て 力 ′らの 却 Б駐の 翌 日 カ 島ヽ 紀 堂

して 1年を超えない範囲内で期限″征岳す ことができるnただし、
当言亥期限は、当該 十日声 年 条 例 勤 務 征 辱 職 昌 tこ係 る旧庁年 大久例 筆 2 考き↓

規定する定年退職 日の翌 日から起算 して 3年を超えることができな
い 。

2 任命イを者は、基準 日 (旅行 日 琴手禾日7 年 4月 1日 、令 和 9年14月 1

日、令 和 11年 4月 1日 お よび令 和 13年 4 月 1日 をいう。以下この

項において同 じ。)か ら基準 日の翌年の 3月 31 日までの間、基準 日

における新定年条例定年 (新定年条例第 3条 に規定する定年をい うハ

以下同 じ。)が基準 日の前 日における新定年条例定年 (基準 日が旅行

イ イこ tの 3



草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例
草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表
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旧   条   例新   条   例   (案 )

る よびこ 日 に

その他の規則で定める職に、基準 日から基準日の翌年の 3月 81日 ま
での間に新定年条例第 4大久第 1項 も しくは第 2項の類庁、地方公務 員
法 の一部 弁己々正 す る渋往

`令

派Π3 任 渋 緯 笛 63 丹 ^け1下 「ノ` 禾日3 年 許

正 い 3 ま た の し て

いる職員の うち、基準 日の前 日におい て 同 日における当該職に係る新
定年条例庁年 (其準 日 が 怖 行 日である場合には、怖行 日の前 日にお け

る旧定年条例第 3条 に規定する 年)に達 している職員 (当 該規則で
市 あ る辟 イ 示 つ て ι寸 キロロIIマ｀々 溢 ス 磯 昌 ゝ を 星 イイ‐し 際 イ手 し ■ ナ‐

は転任することができないハ

3 新 庁年 条例 筆 4 条 箪 3 I百 か 兆筆 5「 百 とヽで の 頬 市 イま 筆ヽ 1 晒 の 美耳呵言↓

よる勤務について準用するハ

の る の 一 正

の再任用に関する経過措置)

第 3条 イ手令 権 者 臓 、淡 ↓ 揚 tギ /ゝ 者 の n ち 年 65 年 に桂 十 る 日,1終

における最初の 3月 31日 (以 下 この条か ら付 則第 6条までにおいて
「特定年齢到達年度の末 日|と い うハ)支 での間にある者 であって、

当該者を候用 しよう注する首日寺勤 務 を募 す る職に係 る旧定年条例庁

年 (旧 定年条例第 3条 に規定する定年をいう。以下同 じ。)(施行 日以

後に新たに設置された職および施行日以後に組織の変更等により名

称が変更された職にあっては、当該職が施行 日の前 日に設置 されてい

のとした イこ る

1 イ
lvヽ ~c

じ し い の

その他の規則で定める情報に基づ く選考により、1年″超えない舗円

内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができるハ

(1)施行 日前に旧定冬条イアll隻 皇全の規定により退職 した者

(2)旧 定年条例第 4条第 1項 もしくは第 2項、令和 塁年改正法附則

第 3条第 5項 または前条第 1項の規定により勤務 した後退職 した

者

25年以上勤続 して施行 日前に退職 した者 (前 2号に掲げる者③
一 つ の 日か て 5 を



草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 (付則関係) 新旧対照表

Ｉ
∞
６
１

旧   条   例
す る 日まで の F日月に 涜 る者

(4) 25年 以 L勤締 して流 行 日前 に濃 職 した者 (前 3号に |´らげ る者

″除 くハ)で あ って、 当該 汲職 の 日の評 日か ら測 算 して 5年 を繹渦

の 3 正 に よ

改正前の地方公務 員法 (昭和 25年 法律第 261号 )第 28条 の 4
害写1塀写 牟賓 28 峯 の 5 笛 晒 ま ι士笛 28 条σ)6第 1項 †、1ノ くは第

2項の規定により採用することをい う。)ま たは暫定再任用 (こ の

項 t、 しくは次項、次条第 1項 ヰぅしくは第 2項 、付則第 5条第 1項 ()

しくは第 2項 または付則第 6条第 1項 モ)し くは第 2項の規定によ

2

り採用することをい うも次項第 6号において同じ。)を されたこと

がある者

令和 14年 3月 31日 業での間、任命権者は、次に掲げる者の うち、

特庁年齢到樺年度の末 日までの間にある者 であって、当該者 を採用 し

ようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達 している

者 狩、径 前 の勤務 実繕 そ のイ‖11の 都 貝|で 庁 め る情 報 に基 づ く漂 考 に よ

1 い め を る に

採 用す る こ とが で き る。

(1)

(2)

流行 日以後に新定年条例第 2条 の規定により退職 した者
詢貯/′可

~日
I」
「〃ZI 茎F七任 基 獅 笹 4 基 笹 r凸

~

または竺 2 I百 の キロ官ごオ 十

り勤務 した後退職 した者

(3) 流行 日以後に新庁年条例第 12条の規定により採用 された者の

うち、令和 8年改正法による改正後の地方公務員法 (以 下「新地方

⌒ 稼 昌 注 1歩 し、ら ヽ 笛 22 久岸 の 4 雀 3 ア百 相 市 十 るイ下五月が 淋 了 Iフ

た ことによ り退職 した者

(4) 桁 行 日 じX絡 こ新庁年大久例第 18条 第 1項の規定に よ り採用 され

た者のうち、新地方公務員法第 22条の 5第 3項 において準用する

新地方公務員法第22条の4第 3項に規定する任期が満了したこ

とにより退職 した者

(5) 25 年 以 卜勤 締 し て 旅 行 日以後 によ職 した者 (前各号に掲 げる

除 て ,Ⅲ で あ つ考 を

の

て  当該 i長職 の 日の翌 日か ら胡算 して 5年を経

新   条   例 (案 )



―      草津市職員の定年等に関する条例等の二部を改正する等の条例

草津市職員の定年等に関する条例等の二部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

―
∞
『
―

(6) 25年以上勤続 して施行 日以後に退職 した者 (前各号に掲げる

者オ〆除く^)で あって、当該退職の日の翌 日から起算 して 5年を経

過する日までの間にt暫定再任用をされたことがある者

3 日 H 2 I百 の イ手二月こと汁 l主 の 丁百の 美耳呵言によりて 新 され た任 期 は tl年 を

招 え ヤ 舗ヽ F十]内 で ▼ 新 十 る > が で 共 る し、当該任期 の末 日は、

の またはこの を

新 す る者の特庁年齢到津年度の末 日以前でなければならない。

4 暫市再イ耳‐用職昌 (第 1項 幸心しくは第 2項 、次条第 1項 もしくは第 2

電 、付 目十1筆 5 条 第 嘔 ヰ、し くは第 2項または付則第 6条第 1項 もしく

2 の により い の

において同 じ6)の前項の規定イこよる任期の更新は、当該暫定再任用

職 昌 の 当該軍新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行

うことができると

5 任命 は、暫定再任用職員 の任期を更新す る場合には、あらか じ

あ 当該 暫 市 再 イ手用職 昌 の 同 煮″得なければならない。

第 4条 任命権者は、前条第 1項の規定によるほか、組合 (市 を構成団

い て 同 キ Ⅲ ↓ お 十る同輻 冬 号 に揚 tギ る者 の つ ち 特庁年齢到岸年度

の末 日 での間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤

務 を要十 る職 に標 る 旧声年 条イアli 年_t 葎 してヤヽ る者 ″、従前 の勤務実

績その の規`則 で定める情報に づく選考により、1年 を超えない範

国 内でイ手期 力市 め 当言亥常 日寺 落 狩喜 十 る 職に採用することができ

る。

2 琴半赤□14 年 3月 Rl日 華 で の イ手呑 権 者 ↓よ 節条第 2項の燭1定に

}ム イまカ、  糸日孝挙こお tす る同項各号に掲げる者の うち、特定年齢到達年

唐の末 日までの F日日イこある者であって 当該者雅採用 しようとする常時

勤務 を す る職 イこ係 る新定年条 庁年に岸 している者を、従前の勤務

室繕 そ の イ君Jの観 目IIで 市 め る情 報 に 其 づ ぐキ巽考 こより、1年 を超えない

銃 囲 内でイ手螂 狩 市 、当該 常 時 喜する職に採用することができ

る心

2 の イこ

め

い

落 を

か 5 の



草津市職員の定年等に関する条例等の二部を改正する等の条例
草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

Ｉ
∞
∞
―

旧   条   例新   条   例 (案 )

する。

第 5条 イ壬命権者は、新地方公務員法第 22条の 4 第 4項の規定にかか
わらず、付印1第 3 条 笛 1「百各 丹 ,こ掲 tず る者の うち、特 齢 到 滓 年 慮

の末 日までの間にある者であって、碧該者 を採用 しようとする短時間
勤務の職 (新定年条例第 12条 tこ規定す る短時間勤務 の をい う。以
下 同 じハ)に 係 る 旧 市 年 久★ ィァll市 当年 齢 (衛時 間勤落 の職を占める

職量が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職 と同種
の職を占めている鷲)の とした場合における | 定年条例定年 (施行 日以
後に新たイ ;:,:!|li::!|を

どさくねッた箱 日キ闇 勤 務 の 職 沐 よ び 旅行 日以 終 t 細 紳 の 亦

軍等 に よ り名 不′々、が 秀 軍 六ね′ 箱 時 間 動 落 の にあつて l女 、当該 職 が 補

行 日の前 日に設 置 され て い ヰ、の とした場合においてk 当該職 を占め

る職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職 と同種の職を占め
ている の t る |

る年齢)をい う。次条第 1項において同 じ に達 してい る者 た、符

前の勤務実績その他の規則で定める情報に づ く選考 に よ り、1年 を

超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することが
できる。

2 令和 14年 3月 31日 までの間、任命権者は、新地方公務員法第 2
2 の 4 の こか か わ 3 2 る

者の うち、特定年齢到達年度の末 日までの間にある者であって、当該

者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年
齢 (短二き間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務
盗当⊇埜墾郊日写勤務の職と同種の職を占めているものとした場合にお
ける新定年条例定年をいう∩次条第 2項および付則第 10条において

同じ。)に達 している者 (新定年条例第 12条の規定により当該短時

間勤務の職に採用することができる者を除く。)をく従前の勤務実績
その他の規貝Jで定める情報に基づ く選考により、1年 を超えない範囲

内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができるき
3 前 2項の場合においては、付則第 3条第 3項から第 5項までの規定

を準用する。
6 の 公



草津市職員の定年等に関する条例等のす部を改正する等の条例

草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

―
∞
０

，

新    条 例   (案 )

22 の 5 争
‐
8 項 こお い て準 十 る新士和方公務員法第 22条の 4第

4項の 庁にかかわらず、組合 tとおける付則第8条第1項各号に掲げ

る者の つ ち、特庁年齢到達年度の末 日までの間にある者であつて、当

該者 を採用 しようとす る短時 勤務の職に係 る旧定年条例定年相当

年齢 に している者をミ従前の 務実績その他の規則で定める情報生

共 づ く 考 に 止 り、 1 年 を超 え ヤ 舗ヽ国内でイ千期を定め、当該短時間

勤務の職に採用することができる。

2 令不日14 年 3 月 31日 ま で の 、任介権者は、前条第 2項の規定に

よ る ほ ＼新士

“

方公務 墨法第 22 条 の 5 第 3項において準用する新地

22 の 4 の かヽ ら る

目キ1第 3 筆 2 I百 各 丹 こ掲 げ る者 の うち、特定年齢到達年度の末 日まで

の 間 に る 者 であってt当 該者を採用しようとする短時間勤務の職に

イこ い 13

チ百の 美目市 に よ V〕 当言ク箱 時 間 勤 の 緊勢↓こ採用す ることができる者を除

くn)を 、 前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づ く選考に

よ り、 1 こ 芹キ召身ナ王」▼ 舗ヽ 円 内 期 を庁め、当該短時間勤務の職に採

用することができる。

3 2 の 捏 谷 悛 ヤ 了ヽ
‐

'士

 イ十日|
1雀 3 久_雀 3 廼 カヽ 兆笛 5 ,百 支 で の 親 市

を準用する。
(イ令) R ttF′笠正 浅附印1第 8条 8 殖の条例で定める職および年齢 )

第 7条 琴手禾日R年 誰 正 浅 附 剛| 8 条 縮 3 項 の 佃 | で 市め る職 は、次 に掲

げる職とする。

2

(1)

(2)

令 前項に規

市 十 る職 が 怖 待 日の 節 日 t 譜 署 六ね′ていたや、の ル した場合における

十日庁年 条例 8 条に燭.定す る†年 に準 じた 該職に係る年齢 とすると

(琴予不日3 法附則第 8条第 4項の類`定 に よ り読み替えて適用す

新地方公務員法第 22 の 4第 4項の条例で定める職および年齢 )

第 7条までの規定が適用 され
第 8条 令 和 3年改正法附 第 4条か

8 の



新 条    例 (木安
)

替えて適用する新地方公務員 22条の 4第 4項の 例で定める
職は、次に掲げる職 とする。
(1)

(2)

施行 日以後に新たに設 された短時間 務の職
施行 日以後に組織の変更等により名称が変更 された短時間勤務

の職

2 法附則第 4条か ら第 7条 までの規定が 用 され る場
合 に 改正法附 8条第 4項の規定により読み替え
て適用 2 条の4第 4 例で定める年齢は、前項に規定
する職 口に設置 さ ていたものとした場合にお いて、当

め で の が

の めてい の た 1口

た と

(令 改正法附則第 8条 5項の条例で定める職 らびに条例
で定める者および職員 )

第 9条 令和 3年改正法附則 8条第 5項の 例で定める職は、次に掲
げる職の うち、当該職が共塗 日 (イ寸貝||イ寿3 条 か ら第 6久人主で の規 定 が

る イこ 4 1 い

下 この において同 じ∩)の前 日に設置されていた 1ゝ のとした場合に
お いて 、其 逢 日イこお tす る新 条例庁年 が 日の 前 日に お ける新惹
年条例定年を超える職 とする。
(1) 基準自以後に新たに設置 された職 (短時間勤務の職 を含むぉ)

(2) の が

勤務の職を含む!)

2 令和 3 年改正法附則第 8条第 5項の条例で定める者は、前項に規惹
日の ていた の し お い

に してい

3 令和 3年改正法附則第 8条第 5 項の条例で定める職 員は、第 1項に
規定する職が基準 日の前 口 1こ 置されていた草、の とした場合におい
て、同日における当該職

る。

の

イこ係 る 定年条例庁年 に津 して い る職 員 とす

車津市職員の定年等 tこ関する条例等の下部を改正する等の条例
草津市職員の定年等に関する条例等の二部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

１
０
０
１



草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

１
０
Ｐ
Ｉ

新   条   例   (案 )

短時間勤務職員に関する経過措置 )

第 10条 イ千冷淋痺‐考 ケす 豪 潅 日 r今釉 7 年 4周 1日  令 和 9 仁 4 日 1日 、

令和 11年 4月 1日 および令和 13年 4月 1日 をいう。以下この条に

方 い

~(i

同 じ ^) カ 島ヽ豪 盗 日の 翠年 の 3月 31日 までの間、基準 日にお

十ス新 市 年 条イカ1市年 相 当年 船 が 豪 盗 日の 前 日 に お l‐する新 十 年 条 例 市

年相当年齢を超える短時間勤務の職 (基準 日における新定年条例定年

相当年齢が新定年条例第 3条 に規定する定年である短時間勤務の職

イこh侵 るハ)お よびこれに相当する基準国以後に設置された短時間勤務

の 酪 み の イ汁l の 奪目IIで 市あス箱時 F日日勤務の 職 (以下この条において「新

奮年条例原剛1声年相当年齢引上げ短時間勤務職Jと い う。)に、基準

日の前 日までに新定年条例第 12条に規定する年齢 60年以上退職

者 (基準 日前 か ら新庁年条例第 4 条 第 1 項主たは第 2項の規定により

勤務 した終其進 国以後 によ職 を した者狩合すoハ )の うち基準 日の前 日

い

間勤務 に係 る新定年条例定年 当年齢に達 している者 (当 該規則で

の つ で め

常 12 または笛 刊 R祭笛 1 電 の 細 市 ↓
「

士 り採 用 十 る ことカミで 共ず

_とit

2 条 支 た は 笛 13 条 笛 1噸 の 美耳 により採 月ヨ六油′た職 昌 (以下 この条

において 「市年前再イ千用短時間 職 昌 |と い うぉ)の うち基準 日の

前 日において同 日における当 ‡年条例原則定年相当年齢引上げ

短 時 勤務職 こ係 る新 惹年条 市年相当年齢に達 している定年前再

つ て

表耳昌H で あ る市年前 再イ手用痛 時 勤 落 職 昌 ) を 昇イ千し、降任 し、ま

たは転任することができなセヽ。
(琴予不日8 年 己在下法 附 印1第 2条 3 項に婦‡す る条例で定める年齢 )

第 11条 今和 3年己′党正法附則第 2久大第 3項 に規定す る条例で定める

年齢は、年齢 60年 とする。

(童注市公 奉 的 渋 人等 へ の 派浩 等 こ閏する条例の一部改正に伴

う絡 i品 措 置 )

の 一12 の

職 員の

る を の



草津市職員の定年等に関する条例等の下部を改正する等の条例
草津市職員の定年等に関する条例等の二部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

Ｉ
り
酌
！

新   条   例 (案 )

条 イすll r 禾日4 年 童 澄 市 条 イ万11笛 丹 )付目|1笛 2 条 箪 刊r百 の 芹司こ主 る士月

限 の 7文正 をすることとされている職 員は、草津市職 昌の 年等 に Fぅ子局す
る久大例 (昭和 58年 車津市条例 30号 )第 4条第 2項の規定に よ り
卸 隠 歩 旱 十 ム )´ 歩 六 カ ている勝 昌 ルA βl T FX′正 の 首 浄 市 /′ヽ

益的法人等への職員の派 等に関する条例の規惹 適用する6

(草津 の勤務時間、休暇 関する条例の一部改 【伴 う経過
措置 )

第 13条 暫定再任用職 昌 (苓和 3年改正 法 附 印1第 4 条 筆 1項 ヤぅしくは
笠 2 王百r> 力 沃 の キロ弓■歩 国 y=瞭旧 I 1笛 9 条 雀 3 西 の +目 弓

=に よ り詳 盈 慈 多

て適用 場合を含む。)、 第 5 第 1項か ら第 4項 まで 第 6条第 1

項もしくは第 2項 (こ れらの規 を同法附則第 9条第 3 の規定によ
り読み替えて適用する場合を合 。)ま たは第 7条第 1 か ら第 4項
までの規定 により採用 された職 をいう。)で地方公務 法第 22条
の4第 1項に規定する短時間勤 の職 を占める逹ぅのは、この条例によ
る改正後の草津市職員の勤蒜時 、休暇等に関する条例 (以 下この条
において「新勤務時間 条例 |と い う。)第 2条第 3項 に 定する定年
前再任用短時間勤務職 昌 とみ テ止ゝして、新勤務時 F同月条例 の 定を滴用す

る。

(草津菌職員の給与に関する条例の一部己女正に伴 う勤務延長に関す
る経過措置 )

第 14条 密 8 条 の 想 市 に よ ム 再与正 絡 の 首 溝 市 騨 昌 の 給 二 イこ 十 ス 峯

例 (以下 「新給与条例」 とい う。)付則第 9項から第 15項までの規
疋
~は

と令和 3年改正法附則第 3条第 5項または第 6項の規定により勤
務 している職 員には滴用 しない

第 15条 改正法附則第 9条第 2項に規定する暫定再任用職員 (以下
「暫定再任 用職 昌 | とい う^)(E在 正 湊 t 止 る 己交正後 のナ杵方公 務 昌法 第

22条の 4第 1項に規定する短時間勤務の職 を占める暫定再任用職
員 (以下 この条において 「暫市再イイー用箱 時 勤蒜 職 員 | とい うへ)を
除く∩以下この項、次項および第 5項において同じぉ)の給料月額は、

当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとし

さ 8る の



草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例

草津市職員の定年等に関する条例等の二部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

―
〕
ω
ｌ

ム給料寿 に揚
`ギ

ム其盗給料 月客百の つ ち 、同条例第 5条 の規庁により当

該暫庁再イT‐用職員の属する職務の級に応じた額とする∩
2 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成 3年法律第 110号 )

第 10条第 1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職

員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるの

は、|に 、地方公務員の育児体業等に関する法律 (平成 3年法律第 1

10 14 の イこ め た

落 日寺F日日力童注市職 昌の 勤務時間、休暇等 に関する条例 (平成 7年草津

市条例筑1号 )第 2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗

じて得た額 とする」 とする。

ュ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、碧該暫定再任用短時間勤

務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用

される童 注 市 職 昌の 給 与 に闇す る条 イ丁ll筆 3 条 に 類庁す る給料表 に掲

5 の

短時間 職員の属する職務の に応 じた額に、草津市職員の勤務時

2 3 の め た

定再任用短時間勤務職員の勤務時間を向条第 1項に規定する勤務時

間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみな

して、新給与条例の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給

与条例第 21条第 3項の規定を適遍する。

6 新 給 与 条例第 22条第 1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場

合 にお ι十 る 勤 勧 千 当 の 客百の 同 条 雀 2 丁百各 丹 ↓ 揚げる職昌の区今ごと
―

の 総 箱 の 鴛 † j 標 る 国 r百 の 類 市 の →百 用 と
『

つ ヤ てヽ

'

よ 同項第 1号中「定

と の

お 予 ア ハヾ 雫h 3 たEF府正 VヨLFイ十日‖ 9 基 笛 2 百 組 士 十 ス 哲 士 重 イ手 F日 職

い
レ
C 「 とい

よび暫庁再任用職員|と する。

7

昌 お

与 6 1 か 8

の

ま で 2 18



草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例
草津市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 (付則関係 ) 新旧対照表

Ｉ
り
ヽ
１

旧   条   例新   条   例 (案 )

14条および 14条の 3の規定は、暫定再任用職員には適用 しないぅ
8 前 条および前 各 J・百ケ 市 あ /ゝ †、の rノ)ほ か 暫 市 再 イ手用職 昌↓

『
閣 し必 車

な事項は、規則でだめるハ

(そ の他の経過措置の規則への委任 )

第 16条 日H 2 条 t江 市 め る イ、

`/),)イ
まか (ク9 墾 イアll の 怖 行 ↓ し必 辱軍ナゴゝ第登

過措置は、規則で定める。

(草津市職員の退職手当に関する条例の一 改正に伴 う経過措置 )

第 17条 暫定再任用職 員 (令和 3年己′覚正法「Υ、| 則第 4条第 1項 |、 しくは
筆 2 r百 ( 力′丞 の 押 定 を 屁司渉 附 目|1笛 9 墾 笠 3 ア百 の キロ常 に よ り詳 ゑ な ラ

て適用する場合を含む。)、 第 5条第 1項か ら第 4項 まで、第 6条第 1

理生_し くは第 2項 (こ れ らの規定を同法附則第 9条第 3項の規定によ

え て イま 7 1 か 4
までの規定により採用 された職 員をい うへ) に対する改正後の草津市
職員の退職手当に関する条例 (以 下「新濃 手当条例 |と い う∩)第
2条第 1項の規定の滴用については、同項中「(以下「職 員 |と い うハ)

とあるのは、「(令和 8年改正法附則第 4条 1項 も しくは第 2項 (こ

れらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用す

ズ て 滴 用十 る場 合 芥 合す。̂Ⅲ 華ナー′士筆 7峯筆 嘔
‐
′Jゝ ら筆 4 殖 妻 で の キ耳

定により採用された職員を除く。以下 「職員 |と いう6)と するハ

第 18条 新退職手当条例第 10条第 4項の規定は、令和 4年 7月 1日

以後に同項の事業を開始 した職員その他 これに準ずるものとして同

項の規則で定める職員に該当するに至つた者について適用する∩

(童津市企業職 昌の給与 の 種 極 お よび 共 控 イこ閣 十 る 条 例 fノ) 一 部 ヨナJ下

に伴 う経過措置 )

第 19条 令和 8年改正法附則第 4条第 1項 辛ゝしくは第 2項、第 5条第

4 ま で 6 し ま 2 よ 7 1

か 4 の た につ いて よ

業 職 昌の 給 卑 の 種 類 お 丈 rド芸 逢 ケ F_月 十 る 条 イアll笛

しの 3お よび 15 1/) い

5 条  笛 6 祭 笛 6条



議第 58号

地方荻育行政の組織及び運営に関する法律第 29条の規定により教育委員会の事

務に関する議案について意見を市長に申し出るにつき議決を́求めることについて

上記の議案を提出する。

令和 4年 11月 16日

草津市教育委員会

教育長 藤田 雅也
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地方教昔待政の組織及び達営に関する法律第 29条の規定により教育委員基あ

事務に関する案について意見を市長に申し出るにつき議決を歳めることについ

! ' ■て il:  ,,II I!■ 1与  |■ ⅢII―  : 手IF i常: テ |1 1 工  |■ `!
華津市職員め給与健鶴する.条例等の‐警5密歌軍する条例案に耕歳芍轟是考_市長に申

し出るにっき、地方教育行政の組繊及び運営に関する法律仰召和31年法律第162号 )

第29条の規定に基づき、本委員会の議決を求める。
'       

記       l i ■|∵ ■ i
意見  特になし
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草津市職員の給与に関する条例等の下部を改正する条例

(草津市職員の給与に関する条例の一部改正)

第 1条 草津市職員の給与に関する条例 (昭和40年草津市条例第27号)の一部を次のように

改正する。

第22条第 2項第 1号中「力日算した額に」の右に「、6月 に支給する場合には」を、「100

分の95」 の右に「、 12月 に支給する場合には100分の105」 を加え、向項第2号中「

勤勉手当基礎額に」の右に「、6月 に東給する場合には」を、「100分の45」 の右に「、1

2月 に支給する場合には16o分の50」 を加える。

別表第1から別表第4ま で々 本のように改める。

別表第 1(第 3条第 1号関係 )

一 般 行 政 職 給 料 表

(単位 円)

職務

の級

号給

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1 150,100 198,500 234,400 266,000 290,700 319,200 362,900

2 151,200 200,300 236,000 267,700 292,900 321,400 365,500

3 152,400 202,100 237,500 269,200 295,000 323,700 367,900

4 153,500 203,900 239,000 271,000 297,000 325,900 370,500

5 154,600 205,400 240,300 272,700 298,800 328,100 372,400

6 155,700 207,200 241,900 274,500 300,800 330,100 374,900

7 156,800 209,000 243,400 276,300 302,600 332,300 377,200

8 157,900 210,800 244,900 278,300 304,200 334,500 379,700

9 158,900 212,400 246,000 280,200 306,100 386,400 382,100

10 160,300 214,200 247,500 282,200 808,400 338,600 384,800

161,600 216,000 249,000 284,100 310,600 340,600 387,400

12 162,900 217,800 250,300 286,000 312,900 342,800 390,100

18 164,100 219,200 251,800 287,900 315,000 344,600 392,500

14 165,600 221,000 253,000 289,700 317,100 346,600 394,800

15 167,100 222,700 254,300 291,200 819,300 348,600 397,000

16 168,700 224,500 255,500 292,600 321,400 350,600 399 400

17 169,800 226,100 256,800 294,400 323,300 352,300 401,200

18 171,200 227,800 258,200 296,400 325,300 354,300 403,200

19 172,600 229,400 259,600 298,500 327,390 356,100 405,100

20 174,000 230,900 261,100 300,500 329,300 358,000 406,900

21 175,300 232,200 262,700 302,400 331,000 359,900 408,800

22 177,800 238,800 264,400 394,500 333,100 361,800 410,600
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23 180,300 235,400 266,000 306,500 335,100 363,800 412,400

24 182,800 236,900 267,600 308,600 387,200 365,700 414,300

25 185,200 237,900 269,400 310,300 338,600 367,700 416,100

26 186,900 239,400 271,200 312,400 340,500 369,600 417,600

27 188,500 240,700 272,900 314,400 342,400 371,600 419,100

28 190,200 241,900 274,600 316,400 344,300 373,600 420,700

29 191,700 243,100 276,200 318,100 345,900 375,100 422,300

30 193,400 244,100 277,900 320,100 347,800 376,900 423,600

31 195,200 245,100 279,700 322,200 849,700 378,700 424,900

32 196,900 246,100 281,200 324,300 351,500 380,300 426,100

33 198,500 247,200 282,400 325,500 353,400 382,100 427,300

34 199,900 248,100 284,100 32呈 ,500 355,200 383,500 428,600

35 201,400 249,000 285,700 329,400 357,000 385,000 429,900

36 202,900 250,000 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100

37 204,200 250,900 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300

38 205,500 252,200 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100

39 206,700 253,400 292,500 387,300 862,800 390,400 433;900

40 208,000 254,700 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700

41 209,300 256,000 295,890 341,100 365,500 392,600 435,300

42 210,600 257,400 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000

43 211,900 258,600 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700

44 213,200 259,800 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400

45 214,300 260,900 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200

46 215,600 262,100 303,900 349;600 370,300 397,500 439,000

47 216,900 263,400 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400

48 218,200 264,500 307,200 352,600 372,100 398 900 440,100

49 219,200 265,600 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600

50 220,300 266,600 809,600 355,000 373,800 400,100 441,000

51 221,300 267,800 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400

52 222,300 268,900 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800

53 223,300 269,900 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200

54 224,200 270,900 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600

55 225,100 272,000 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000

56 226,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300

57 226,300 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600

58 227,100 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000

59 227,800 275,900 322,900 363,500 379,900 408,200 444,300

60 228,500 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600

61 229,200 27S,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900

62 230,000 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100

68 230,700 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400

64 231,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700

65 231,900 281;500 328,200 866,900 383,300 405,000

66 232,500 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300
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67 233,100 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600

68 233,800 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900

69 234,500 285,000
００

０
つ
０ 900 369,300 385,500 406,100

70 235,100 285,800 331,600 869,900 386,000 406,400

71 235,600 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700

72 236,300 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000

73 237,000 288,200 333,.500 371,500 387,400 407,200

74 287,600 288,700 334,100 872,100 387,800 407,500

75 238,200 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800

76
８Ｏ

υ
９
留 700 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000

77 239,300 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200

78 240,000 290,100 336,000 374,300 389,200 408,50Q

79 240,700 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800

80 241,200 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000

81 241,700 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200

82 242,300 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500

83 242,900 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800

84 243,400 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000

85
つ
０

刀
笠

９
２ 900 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200

86 244,500 292,400 339,500 378,200 391,300

87 245,100 292,700 340,000 378,600 391,600

88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800

89 246,100 298,400 340,700 379;400 392,000

90 246,600 298,800 341,100 379,900 392,300

91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600

92 247,300 294,500 342;000 380,700
９

〕
９つ

υ 800

93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000

94 294,900
９
２

４つ
じ ,600

95 295,200 343,100

96 295,600 348,500

97 295,800 343,700

98 296,100 344,100

99 296,500 344,500

100 296,900 344,800

101 297,100 345,100

102 297,400 345,500

103 297,800 345,900

104 298,100 346,300

105 298,300 346,800

106 298,600 347,200

107 299,000 347,600

108 299,300 348,000

109 299,500 348,590

110 299,900 348,900
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111 300,300 349,200

112 300,600 349,500

113 800,80.o 350,00.0

114 301,000

115 301,309

116 301,700

117 301,9100

118 302,100

119 302,400

120 302,700

12と 303,190

122 303,300

123 303,600

124 303,9910

125 304,.200

備考

1 との表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第 6条第

9項および第P7条に規定する職員を除く。   :
2 次?表イふ 他ゅ給料表の適層を受けない第6条第9項に規定する職員に適用する。

li― `         ||             (単 位 円)

別表第 2(第 3条第 2号関係 )

毅 育 職 給 料 表

(単位 円)

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

給料月額 187,700 215,200 .255,200 274,600 289ヶ 790 315,100 356,800

職務
の級

号給

1級 2級 3級 4級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1 164,400 180,200 296,000 406,709

2 165,900 182,300 298,600 408,200

3 167,400 184,400 391,400 409,700

4 168,900 186,600 303,890 411,200

5 170,500 188,600 306,300 412,600

6 172,400 199,600 308,400 414,000

7 174,200 192;700 810,700 415,500

8 176,000 194,800 312,800 417,100

9 177,700 197,000 314,900
~ 418,500

10 179,800 199,6o0 317,200 419,900

11 18と ,800 202,200 319,600 421,300

12 183,700 204,800 322,100 422,600

13 185,600 207,400 324,500 423,900
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14 187,790 209,100 326,400 425,300

15 189, 800 210,700 328,300 426,700

16 191,900 212,400 380,400 428,100

17 194,100 214,200 332,200 429,300

18 196,400 215,800 334,400 480,600

19 198,900 217,500 386,500 431,800

20 201,200 219,100 338,500 433;100

21 203,600 220,900 340,600 434,200

22 205,200 222,800 342,400 435,400

23 206,900 224,700 344,200 436,700

24 208,600 226,600 345,800 438,900

25 210,100 228,100 347,500 439,300

26 211,500 230,100 349,300 440,500

27 213,100 232,100 351,200 441,500

28 214,600 234,100 353,100 442,600

29 216,300 235,900 354,900 443,800

30 218,000 238,600 356,700 444,600

31 219,700 241,300 358,400 445,400

32 221,400 244,000 360,300 446,300

33 222,700 246,600 361,600 447,200

34 224,400 249,400 863,300 447,700

35 226,100 252,000 364,800 448,200

36 227,700 254,700 366,600 448,700

37 229,100 257,000 368;500 449,200

38 230,800 259,400 370,000

89 232,500 261,900 371,300

40 200 264,100 372,900

41 235,800 266,600 374,000

42 237,500 268,900 375,400

43 239,100 271,100 376,890

44 240,700 273,200 378,300

45 242,300 275,300 379,700

46 243,800 277,500 381,300

47 245,100 279,600 382,900

48 246,400 281,500 384,400

49 247,500 283,800 385,800

50 248, 800 285,500 387,300

51 250,200 287,400 388,800

52 251,300 289,200 390,200

53 252,400 290,600 391,400

54 253,800 292,700 392,700

55 254,800 294,700 393,800

56 255,800 296,900 394,900

57 257,000 298,900 396,300
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58 258,000 301,300 397,500

59 259,100 303,500 398,700

60 260,100 306,100 400,000

61 261,300 308,300 401,200

62 262,000 310,700 402,200

63 262,900 313,000 403,600

64 263)500 315,200 404,900

65 264,500 317,300 406,100

66 265,900 319,100 407,200

67 267,000 320,700 408,400

68 268,300 322,300 409,500

69 269,800 324,200 410,500

70 271,300 326,300 411,700

71 272,600 328,400 412,900

72 274,000 330,400 414,100

73 274,800 332,500 414,700

74 275,800 334,600 415,500

75 277,009 386,800 416,200

76 278,000 339,000 416,700

77 279,200 340,700 417,000

78 280,200 342,600 417,400

79 281,400 344,300 417,800

80 282,300 346,100 418,200

81 283,500 347,900 418,500

82 284,300 349,700 418,900

83 285,300 351,100 419,300

84 286,300 352,900 419,600

85 287,200 354,100 419,900

86 288,100 355,700 420,300

87 288,800 357,200 420,700

88 289,800 358,700 421,000

89 290,800 860,000 421,300

90 291,700 861,300 421,600

91 292,600 362,700 421,900

92 298,400 364,100 422,100

98 293ぅ 700 865,600 ９
宙

９
也

４ 300

94 294,400 366,900

95 295,100 368)200

96 295,900 369,400

97 296,700 370,400

98 297,500 371,400

99 298,300 872,400

100 299,000 373,400

101 299,900 374,300
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102 300,400 375,300

103 300 900 376,300

104 301,400 377,300

105 301,600 378,100

106 302,000 379,000

107 302,300 379,900

108 302,500 380,900

109
９

，
００

０ 700 381,700

110 302,900 382,700

303,里00 888,700

112 303,500 384,700

113 303,700 385,300

114 303,900 386,200

115 304,100 387,100

116 304,400 388,000

117 304,700 388,800

118 305,000 389,500

119 805,300 390,300

120 305,600 391,100

121 305,800 391,700

122 306,000 392,500

123 300,200 393,200

124 306,500 398,909

125 306,800 394,500

126 395,200

127 395,700

128 396,300

129 397,000

130 397,600

181 398,100

132 398,600

133 398,900

134 399,200

135 399,500

136 399,800

137 400,100

138 400,400

139 400,700

140 401,000

14 1 401,300

142 401,600

143 401,900

144 402,200

145 402,490

-103-



146 402,700

147 403,000

148 403,200

149 403,400

150 403,700

151 404,000

152 404,200

153 404,400

154 404,700

155 405,000

156 405,200

157 405,400

1 この表は、教育公務員特例法 (昭和 24年法律第 1号)第 2条に規定する教育公務

員に適用する。ただし、第 6条第 9項に規定する職員を除く。
2 次の表は、毅育公務員特例法第 2条に規定する教育公務員で第 6条第 9項に規定す

る職員に適用する。

(単位 円)

別表第 3(第 3条第 3号関係)

医 療 職 給 料 表

ア 医療職給料表 (1) (単位 円)

備 考

職務の級 1級 2級 3級 4級
給料月額 225,200 271,100 324,400 405,200

職務

の級

号給

1級 2級 8級 4級 5級 6級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1 155,100 191,500 226,800 252,400 282,100 327,000

2 156,500 193,100 228,400 253,500 284,000 329,000

3 157,900 194,700 230,000 254,700 286,100 331,200

4 159,300 196,300 231,600 256,000 288,100 338,400

5 160,500 197,800 233,000 257,200 290,2o0 335,200

6 162,309 199,300 234,600 258,400 292,300 337,400

7 164,000 200,900 286,100 259,500 294,200 339,400

8 165,600 202,400 237,700 260,500 296,200 341,600

9 167,200 204,000 238,600 261,890 298,000 343,400

10 168,900 205,700 240,000 262,500 299,900 345,500

11 170,500 207,300 241,400 263,400 301,500 347,600

12 172,300 209,000 242,500 264,200 303,100 349,700

18 173,700 210,400 244,090 265,300 305,100 351,200
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14 175,500 212,000 245,300 266,400 307,000 353,200

15 177,400 213,600 246,500 267,600 309,100 355,100

16 179,200 215,200 247,800 268,700 311,100 357,100

17 181,100 216,600 248,600 270,200 313,100 858,900

18 182,600 218,200 249,800 271,900 315,100 360,900

19 184,400 219,900 250,900 273,600 317,200 362,900

20 186,200 22と ,600 252,000 275,300 319,300 364,900

21 187,700 222,900 253,400 277,000 321,100 366,700

22 189,200 224,400 254,200 278,700 323,100 368,700

23 190,700 225,800 255,100 280,400 324,900 370,800

24 192,200 227,300 256,000 282,000 326,900 372,900

25 193,800 228,500 257,000 283,700 328,600 374,300

26 195,100 229,900 258,100 285,400 330,500 376,100

27 196,600 231,200 259,200 287,200 332,500 377,900

28 198,000 232,400 260,400 288,800 334,500 379,600

29 199,500 233,600 261,800 290,200 335,800 381,400

30 200,700 234,900 263,400 291,800 387,600 382,909

31 202,000 236,400 265,000 293,400 339,300 384,500

32 203,300 237,700 266,500 295,100 341,100 386,200

33 204,700 238,700 267,800 296,800 342,800 387,500

34 206,100 240,000 269,500 298,500 344,600 388,800

35 207,400 240,900 271,100 300,300 346,500 390,100

36 208,800 242,100 272,700 302,100 348,300 391,300

37 209,900 243,400 274,100 303,400 350,100 !392,400

38 211,200 244,500 275,600 305,100 351,800 393,600

39 212,500 245,600 277,200 306,600 353,400 394,700

40 213,800 246,700 278,600 308,200 355,100 395,800

41 214,900 247,800 279,800 309,900 356,300 396,600

42 216,100 248,700 281,200 311,600 357,400 397,400

43 217,300 249す600 282,700 313,200 358,600 398, 200

44 218,500 250,400 284,200 314,900 359,800 399,000

45 219,600 251,500 285,700 315,800 361,000 399,400

46 220,700 252,800 287,400 317,200 361,800 400,000

47 221,700 254,100 289,100 318,700 363,000 400,500

48 222,700 255,300 290,700 320,300 364,100 400,900

49 223,600 256,800 291,900 321,700 365,100 401,300

50 224,500 258,290 293,500 323,000 366,100 401,600

51 225,400 259,400 294,800 324,200 367,100 401,990

52 226,300 260,600 296,400 325,500 368,100 402,200

53 286,600 261,600 297,700 326,600 368,900 402,500

54 227,400 262,900 299,200 327,600 369,700 402,800

55 228,000 264,あ 00 300,600 328,700 370,600 408,100

56 228,800 265,300 302,100 329,700 371,500 403,400

57 229,500 266,100 303,100 330,200 372,000 403,700
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58 230,200 267,300 304,300 331,100 372,800 404,000

59 230,800 268,500 305,500 331,900 373;600 404,300

60 231,400 269,600 306,900 382,800 374,400 404,700

61 232,100 270,500 308,200 338,600 374,800 404,900

62 232,700 271,600 309,400 333,900 375,500 405,200

63 233,300 272,700 310,700 334,500 376,200 405,500

64 234,000 273,800 311,900 335,200 376,900 405,800

65 234,600 274,600 313,300 335,800 377,300 406,000

66 235,300 275,700 314,100 336,500 377,900

6留 236,000 276,600 314,900 337,200 378,600

68 236,700 277,700 315,700 837,900 379,200

69 237,300 278,700 316,300 338,600 379,600

70 237,900 279,700 317,000 339,100 380,100

71 238,500 280,800 317,700 339,700 380,600

72 239,000 281,900 318,300 340,300 381,100

73 239,600 282,500 319,000 340,600 381,700

74 240,300 283,200 319,200 341,200 382,200

75 241,000 283,700 319,800 841,700 382,800

76 241,500 284,500 320,400 342,300 383,400

77 241,900 285,300 321,000 342,800 383,900

78 242,400 285,900 321,500 343,300 384,400

79 242,900 286,500 322,000 343,800 384,900

80 243,200 287,100 322,500 344,200 385,400

81 243,500 287,800 323,100 344,500 385,700

82 243,800 288,300 323,600 344,800 386,200

83 244,100 288,700 324,000 345,200 386,600

84 244,400 289,100 324,500 345,500 387,000

85 244,700 289,300 325,000 346,000 387,400

86 289,500 325,400 346,300

87 289,700 325,600 346,600

88 289,900 326,000 346,900

89 290,300 326,400 347,300

90 290,500 326,800 347,600

91 290,700 327,200 348,000

92 290,900 327,600 348,300

98 291,300 327,900 348,700

94 291,500 328,100 349,000

95 291,700 328,500 349,300

96 292,000 328,800 349,600

97 292,400 329,000 349,900

98 292,700 329,300 850,300

99 292,900 329,600 350,700

100 293,200 329,900 351,100

101 293,500 330,100 351,600
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102 293,700 330,400 352,000

103 293,900 330,800 352,400

104 294,200 33と ,000 352,800

105 294,500 381,200 353,300

106 331,400

107 331,800

108 332,000

109 332,200

110 332,600

111 333,000

112 333,400

113 333,600

考

１

２

備

この表は、理学療法士に適用する。ただし、第 6条第 9項に規定する職員を除く。

次の表は、理学療法士で第 6条第 9項に規定する職員に適用する9

(単位 円)

イ 医療職給料表 (2)
(単位 円)

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級

給料月額 188,700 215,300 243,500 256,900 282,100 322,800

職務

の級

号給

1級 2級 8級 4級 5級 6級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1 169,900 197,000 243,600 265,700 288,400 330,100

2 171,3 00 198,900 245,400 266,600 290,000 332,200

3 172,800 200 900 247,200 267,500 291,600 334,200

4 174,200
つ
る

（
）

９

９ 800 249,000 268,400 293,400 336,400

5 175,600 204,900 250,400 268,900 295,000 338,400

6 177,100 206,900 251,700 269,900 296,800 340,500

7 178,600 209,100 252,800 270,600 298,500 342,600

8 180,100 211,200 254,100 271,500 300,200 344,700

9 181,300 213,200 254,900 272,600 301,900 346 200

10 183,000 214,600 255,800 273,200 303ゥ 500 348,200

11 184,600 216,000 256,700 274,200 304,800 350,100

12 186,100 217,200 257,500 275,200 306,100 352,100

13 187,500 218,600 258,600 276 200 307,600 354,000

14 189,500 220,900 259,600 277,200 309 200 356,190

15 191,500 221,500 260,400 278,200 311,000 358,200

16 198,500 222,700 261,300 279,300 312,800 360,200

17 195,500 224,100 261,800 280,600 314,500 362,200

18 197,500 225,600 262,700 281,800 316,100 364,200

19 199,500 227,100 263,500 282,800 317,800 366,300

20 201,500 228,600 264,300 284,000 319,500 868,400
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21 203,500 229,700 265,200 285,500 320,900 370,100

22 205ゥ400 231,400 265,900 287,100 322,400 372,200

23 207,500 233,100 266,800 288,400 323,900 374,300

24 209,600 234,700 267,600 289,700 325,400 376,300

25 211,200 286,000 268,600 290,800 326,800 378,300

26 212,500 237,700 269,400 292,400 328,200 379,900

27 213,700 239,400 270,300 294,100 329,700 381,800

28 215,000 241,100 271,300 295,600 331,300 383,700

29 216,200 242,700 272,500 296,600 332,400 385,500

30 217,300 244,100 273,700 298,000 338,900 387,200

31 218,600 245,400 275,200 299,400 335,300 389,100

32 219,700 246,500 276,500 300,900 336,800 390,900

33 221,000 247,500 278,000 302,300 338,400 392,600

34 222;300 248,600 279,400 303,800 339,900 394,300

35 223,600 249,500 280,600 305,400 341,500 396,100

36 224,900 250,500 281,800 307,000 343,000 397,800

37 226,000 251,200 283,300 308,300 344,700 399,400

38 227,400 252,200 284,500 309,700 346,300 401,100

39 228,700 253,100 285,900 311,100 347,800 402,900

40 230,100 254,100 287,190 312,700 349,400 404,700

41 231,000 254,500 288,100 314,200 350,600 406,200

42 232,400 255,400 289,400 315,600 352,100 407,700

43 233,700 256,200 290,700 317,000 353,600 409,200

44 235,100 256,900 292,100 318,500 355,000 410,500

45 236,300 257,700 293,400 319,300 356,600 411,600

46 237,700 258;400 294,800 320,700 357,600 412L700

47 239,000 259,300 296,300 322,100 359,100 413,800

48 240,300 260,100 297,800 323,600 360,400 415,000

49 241,200 260,900 298,900 324,700 361,800 416,300

50 242,300 261,800 300,200 326,100 363,200 417,400

51 243,300 262,700 301,400 327,400 364,500 418,600

52 244,300 263,700 302,800 328,700 365,900 419,700

53 245,000 264,800 304,200 380,100 367,400 420,900

54 246,000 266,000 305,500 331,500 36S,600 421,900

55 246,900 267,300 306,900 332,900 369,700 423,000

56 247,800 268,600 308,300 334,200 370,900 424,100

57 248,500 270,000 309,100 335,100 372,000 425,200

58 249,500 271,500 310,300 336,400 372,900 425,700

59 250,100 272,900 311,500 337,600 373,900 426,300

60 250,900 274,300 312,900 338,900 374,900 426,700

61 251,700 275,600 314,000 340,000 375,500 427,300

62 252,500 276,900 315,300 340,900 376,300 427,800

63 253,300 278,300 316,600 342,100 377,100 428,200

64 254,100 279,400 317,800 343,400 377,900 428,700
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65 254,800 280,500 319,100 344,500 878,600 429,309

66 255,500 281,800 320,400 345,700 379,300 429,700

67 256,300 283,100 321,700 346,900 380,100 430,000

68 257,000 284,400 323,000 348,000 380,800 430,300

69 257,800 285,500 323,700 349,000 381,400 430,700

70 258,600 287,000 324,800 350,000 382,000

71 259,500 288,500 325,900 351,100 382,700

72 260,500 289,900 326,800 352,290 383,300

73 261,800 290,900 328,100 353,000 384,000

74 263,100 292,300 328,800 354,100 384,500

75 264,200 298,500 329,900 355,200 385,100

76 265,300 294;800 331,100 356,300 385,600

77 266,200 296,200 332,200 357,000 386,000

78 267,200 297,500 333,400 357,800 386,600

79 268,400 298,700 334,500 358,600 387,100

80 269,400: 800,000 335,700 359,300 387;400

81 270,300 300,500 336,800 359,900 387 ,700

82 271,200 301,700 337,900 360,400 388,200

83 272,200 302,800 388,900 361,000 388,600

84 273,100 304,000 340,000 361,500 388,900

85 273,900 305,100 340,900 362,100 389,200

86 274,700 306,300 341,900 362,609 389,700

87 275,600 307,500 342,800 363,200 390,200

88 276,500 308,600 343,800 863,700 390,600

89 277,300 309 900 344,800 364,100 390,900

90 278,200 311,100 345,600 864,500 391,300

91 279,000 312,300 346,400 365,100 391,800

92 280,000 3131500 347,200 365,600 392,200

98 280,900 314,300 347,800 365,900 392,600

94 281,900 315,000 348,400 366,400

95 282,800 315,700 349,100 366,890

96 283,800 316,300 349,700 367,100

97 284,400 317,000 350,100 367,700

98 285,200 317,300 350,500 368,200

99 285,800 317,900 351,000 368,700

100 286,700 318,600 351,400 369,200

101 287,500 319,000 351,900 369,890

102 288,300 319,600 352,300 370,300

103 289,100 320,200 352,800 370,800

104 289,900 320,800 353,200 371,290

105 290,600 321,200 353,500 371,800

106 291,100 321,700 354,000 872,300

107 291,600 822,200 354,400 372,800

108 292,100 322,700 354,700 373,300
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109 292,300 323,100 355,200 373,90.0

110 292,600 323,500 355,700 874,300

111 292,800 323,800 356,200 374,800

112 293,200 324,100 35.6,70.0 375,300.

113 293,500 324,500 357,200 375,900

114 293,700 324,900 357,700

115 294,100 325,300 358,200

116 294,400 325,600 358,600

117 294,700 325,80.0 359,000

と18 295,000 826,100 359,400

119 295,300 326,500 359,900

120 295,700 326,700 360,400

121 296,000 326,900 360,800

122 296,400 327,200 361,300

123 296,790 327,500 3161,80.0

124 297,100 327,800 362,300

125 297,300 328,000 362,600

126 297,500 928,30.0

127 297,800' 328,700

128 298,200 328,90(l‐

129 298,400 329,100

130 298,700 329,300

131 299,100 329,700

132 299,500 329,9‐ 00

133 299,700 380,200

134 300,000 330,690

135 300,400 331,000

136 300,700 331,400

137 300,900 331,700

138 301,200 .332,190

139 301,600 332,590

140 301,9oO 332,900

141 302,100 333,200

142 302,500 333,600

143 302,900 333,900

144 303,200 334,300

145 303,400 334,600

146 303,600 335,000

147 303,900 335,400

148 304,300 335,800

149 304,500 386,190

150 304,700 336,500.

151 305,000 336,900

152 305,300 337,300
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153 305,700 337,600

154 305,900

155 306,100

156 306,400

157 306,700

158 307,000

159 307,300

160 307,600

161 308,000

162 308,300

163 308,600

164 308,990

165 309,300

166 309,600

167 309,900

168 310,200

169 310,600

この表は、保健師、助産師、看護師および准看護師に適用する。ただし、第 6条第

9項に規定する職員を除く。

次の表は、保健師、助産師、看護師および准看護師で第 6条第 9項に規定する職員

に適用する。
(単位 円)

別表第 4(第 3条第 4号関係)

幼 児 教 育 職 給 料 表

(単位 円)

備考

1

2

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級

給料月額 235,100 255,400 262,600 272,800 289,100 326,200

職務

の級

号給

1級 2級 3級 4級 5級 6級

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

1 164,100 212,900 257,900 278,600 298,900 319,200

2 165,300 214,600 259,400 280 000 300,700 321,400

3 166,500 216,400 260,800 28と ,600 302,600 323,700

4 167,700 218,100 262,300 282,900 304,400 325,900

5 168,600 219,800 263,200 284)400 306,200 328,100

6 170,100 221,600 264,500 286,300 308,200 330,100

7 171,500 223,400 265,800 288,100 310,200 382,300

8 172,900 225,100 267,100 290,100 312,300 334,500

9 174,100 226,300 268,300 292,000 314,200 336,400

10 175,500 228,300 269,400 294,000 316,390 338,600

-111-



11 176,900 229,700 270;700 296,100 318,300 340,600

12 178,300 231,100 271,600 298,100 320,400 342,800

13 179,700 232,500 272,700 299,500 322,000 344,600

14 181,000 234,100 274,000 301,800 324,200 346,600

15 182,400 235,700 275,400 303,800 326,200 348,600

16 183,700 237,300 276,800 305,900 328,200 350,600

17 185,200 238,700 278,400 307,800 380,000 352,300

18 186,700 240,300 280,200 309,800 332,000 354,300

19 188,400 24と ,800 281,800 311,500 333,800 356,100

20 189,900 243,300 283,300 313,200 335,600 358,000

21 191,200 244,100 284,800 315,100 337,500 359,900

22 192,800 245,400 286,600 317,200 339,500 361,800

23 194,500 246,700 288,000 319,400 341,600 863,800

24 196,100 248,000 289,600 321,500 343,600 365,700

25 197,700 249,300 291,300 323,500 345,600 367,700

26 199,400 250,900 292,800 325,500 347,500 369,600

27 201,200 252,400 294,500 327,600 349,600 371,609

28 202,900 254,000 296,100 329,600 351,600 373,600

29 204,700 255,400 297,200 331,400 353,200 375,100

30 206,100 256,700 298,500 333,500 355,200 376,900

81 207,600 257;800 300,000 335,400 357,000 378,700

32 209,000 259,100 301,400 337,500 358,900 380,300

38 210,200 260,400 302,900 339,100 360,600 382,100

34 211,500 261,400 304,500 341,000 362,200 383,500

35 212,800 262,700 306,000 342,800 368,900 385,000

36 213,900 263,700 307,600 344,700 365,600 386,600

37 215,100 264,900 309,100 345,900 366,900 388,000

38 216,500 266,100 310,600 347,800 368,500 389,200

39 217,900 267,300 312,000 349,700 370,000 390,400

40 219,300 268,500 313,600 351,500 371,500 391,500

41 220,300 269,900 314,900 353,400 373,000 392,600

42 221,500 271,400 316,500 355,200 374,500 398メ 800

43 222,600 272,900 318,000 357,000 376,000 395,000

44 223,800 274,300 319,500 358,700 377,400 396,100

45 224,600 275,900 320,500 360,500 378,600 ` 396,800

46 225,700 277,400 321,700 361,900 379,700 397,500

47 226,600 278,900 322,900 363,400 380,800 398,200

48 227,500 280,400 324,100 364,800 381,800 398,900

49 228,200 281,800 325,100 365,800 382,600 399,500

50 229,100 283,200 326,100 366,900 383,500 409,100

51 230,200 284,700 327,000 368,000 384,300 400,600

52 231,000 286,000 328,000 869,100 385,000 401,000

53 231,400 287,200 328,900 370,000 385,700 401,400

54 232,500 288,300 329,600 370,600 386,100 401,700
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55 233,100 289,500 330,400 371,400 386,700 402,000

56 233,700 290,800 331,200 372,200 387,200 402,300

57 234,500 292,200 381,800 373,000 387,800 402,600

58 235,200 293,600 332,300 373,800 388,300 402,900

59 236,000! 295,100 332,900 374,600 388,900 403,200

60 236,700 296,600 333,400 375,400 389,400 403,500

61 237,500 297,700 383,900 376,300 390,000 403,800

62 238,100 299,200 334,100 377,000 390,500 404,100

63 238,700 300,400 334;700 377,700 391,000 404,400

64 239,200 301,990 335,300 378,400 391,500 404,700

65 240,000 303,000 335,600 378,700 391,800 405,000

66 241,000 304,300 336,100 379,300 392,300 405,300

67 242,000 305,400 336,600 379,900 392,700 405,600

68 242,900 306,700 337,100 380,600 393,200 405,900

69 243,900 307,400 33 7, 600 381,000 393,500 406,100

70 245,000 308,500 338,100 381,700 394,000 406,400

71 245,900 309,700 338,500 382,300 394,500 406,700

72 246,600 310,900 339,000 382,900 394,900 407,000

73 247,200 312,200 339,200 383,300 395,200 407,200

74 248,200 312,900 339,700 383,900 395,700 407,500

75 249,200 313,600 340,200 384,500 396,100 407,800

76 250,000 314,200 340,700 385,100 396,500 408,000

77 250,800 315,000 341,000 385,500 396,800 408,200

78 251,800 315,700 341,400 386,000 397,200 408,500

79 252,700 316,400 341,900 386,500 397,600 408,800

80 253,500 317,100 342,300 387,100 398,000 409,000

81 254,400 317,400 342,500 887,600 398,400 409,200

82 255,000 317,700 342,800 388,000 398,700 409,500

83 255,800 318,300 343,300 388,400 399,100 409,800

84 256,600 318,600 343,700 388,800 899,400 410,000

85 257,200 319,000 344,000 389,000 399,600 410,200

86 258,O00 319,300 344,300 389,200

87 258,700 319,700 344,800 389,500

88 259,600 320,000 345,200 389;800

89 260,200 320,500 345,500 390,090

90 261,000 820,900 345,900 390,300

91 261,800 321,200 346,300 390,600

92 262,600 321,500 346,500 890,800

93 263,000 322,000 346,800 391,000

94 263,700 322,400

95 264,290 322,600

96 264,900 323,000

97 265,600 323,400

98 266,300 323,890
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99 267,900 324,200

100 267,709 324,600

101 268.200 324,800

102 268,700 325,100

108 269,100 325,400

104 Z6.9,600 325,700

105 269,800 326,100

106 270,Oo0 326,300

107 270,300 326,600

108
-270,600

327,900

109 271,000 327,400

110 271,390 327,700 /

111 271,700 328,100

112 272;000 328,400

113 2172,300 328,700

114 272,600 329,100

115 272,900 ‐   329,400

と16 273,300 329,609

とと7 273,600. 329,800

118 273,90o 33.0,100

119 274,390 330,500

120 274,709 330,900

121 274,900 o31,100
と22 275,100

123 275,500

124 275,800

125 276,000

126 276,300

127 276,700

128 277,100

129 277,300

130 277,700

131 278,100

132 278,400

138 278,600

134 278,900

135 279,300

136 279,600

137 279,800

138 280,100

189 280,400

140 280,700

141 280,900

142 281,100

143 281,300

144 281,600
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145 282,000

146 282,200

147 282,500

148 282,800

149 288,100

150 283,300

151 283,600

152 283,800

153 284,100

備考

1

2

この表は、保育士および幼稚園教諭に適用する。ただし、第 6条第 9項に規定する職員

を除く。

次の表は、保育士および功稚園教諭で第6条第9項に規定する職員に適用する。
(単位 円)

職務の級 1級 2級 3級 4級 5級 6級

給料月額 201,500 241,000 255,300 288,400 301,700 315,100

第 2条 草津帝職員の給与に関する条例の下部を次のように改正する。

第 22条第 2項第 1号中「、 6月 に支給する場合には100分の 9ら 、12月 に支給する場

合には100分の 105」 を「100分の 100」 に改め、同項第 2号中「、6月 に支給する

場合には 100分の45、 12月 に支給する場合には100分の50」 を「100分の47.

5」 に改める。

(草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

第3条 草津市一般職の任期付職員?採用等に関する条例 (平成1色年車津市条例第2号)の一

部を次のように改正するb

第 7条第 1項の表 1の項中「875, 000」 を「376, 000」 に改める?

第 8条第 2項中「100分の 162.・ 5」 を「6月 に支給する場合には 100分の 162.

5、 12月 に支給する場合には190分の167.5」 に改める。

第4条 草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。

第 8条第 2項中「6月 に支給する場合には100分の162.5、 12月 に支給する場合に

は 100分の167.5」 を「100分の 165」 に改める。

(草津市長および巨1市長の給与等に関する条例の一部改正)

第 5条 章津市長および副市長の給与等に関する条例 (昭和43年草津市条例第26号)の二部

を次のように改正する。     ィ              、

第 2条第 3項中「100分?162.5」 を「160分の167.5」 に改める。
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第 6条 草津市長および副市長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第 2条第 3項中「100分の 167.5」 を「100分の 165」 に改める。

(草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正)

第 7条 草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例 (昭和 29年草津市条例第 14号)の一

部を次のように改正する。

第 3条第 2項中「100分の 162.5」 を「100分の167.5」 に改める。

第 8条 草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第 3条第 2項中「100分の 167.5」 を「100分の 165」 に改める。

(草津市常勤監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

第 9条 草津市常勤監査委員の給与等に関する条例 (昭和40年草津市条例第 11号)の一部を

次のように改正する。

第 3条第 2項中「100分の 162.5」 を「100分の 167.5」 に改める。

第 10条 草津市常勤監査委員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

第 3条第 2項中「100分の 167.5」 を「100分の 165」 に改める。

付 則

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第 2条、第 4条、第 6条、第 8条および第 1

0条の規定は、令和 5年 4月 1日 から施行する。

2 次の各号に掲げる条例の規定は、公布の日において在職 している職員について当該各号に定

める日から適用する。

(1)第 1条の規定 (草津市職員の給与に関する条例 (以下「給与条例」という。)第 22条第

2項第 1号および第 2号の改正規定を除く。)に よる改正後の給与条例および第 3条の規定 (

草津市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 (以下「任期付条例」という。)第 8条第 2

項の改正規定を除く。)による改正後の任期付条例 令和 4年 4月 1日

(2)第 1条の規定 (給与条例第 22条第 2項第 1号の改正規定に限る。)による改正後の給与

条例、第 3条の規定 (任期付条例第 8条第 2項の改正規定に限る。)に よる改正後の任期付条

例、第 5条の規定による改正後の草津市長および副市長の給与等に関する条例、第 7条の規

定による改正後の草津市教育委員会教育長の給与等に関する条例および第 9条の規定による

改正後の草津市常勤監査委員の給与等に関する条例 令和 4年 12月 1日
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(給与の内払)

3 前項各号に掲げる条例の規定を適用する場合には、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて

.支
給された給与は、同項各号に掲げる条例の規定による給与の内払とみなす。       _

(1)第 1条の規定にょる改正前の給与条例

(2)第 3条の1規定による改正前の任期付条例

(3)第 5条の規走による改耳前の車津市長および冨Ⅲ市長の給与等に関する条例

(4)第 7条の規定にょる改正前の草洋市教育委員会教育長あ給与等に関する条イアll

(5)第 9条の規定による改正前の草津市常勲監査委員の給与等にF美弓する条例
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草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
草津市職員の給与に関する条例の一部改正 (第 1条関係 ) 新旧対照表

Ｉ
Ｐ
Ｐ
∞
―

第 1条～第 21条の 3 (略 )

(勤勉手当)

第 22条  (略 )

2た

薬留乾銑 辮 瑞 猶黙羅 籟 訂堪ず
その者に所属する次の各号に掲げる職員の盛分ごとの総額は、それぞ
れ当該各号に掲げる額を超えてはならない。   

―

(1)前項の職員の うち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当
基礎額に基該職員がそれぞれその基準 口現在 (退職 し、または死亡
した職員にあつては、退職 し、または死亡 した日現在。次項におい
て同じ。)にぉいて受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する
地域手当の月額の合計額を加算した額に 100分の 95を乗じて
得た額の総額

(2)前項の職員の うち再任用職員 董該再任用職員または任期付短
時間勤務職員の勤勉手当基石疋林額に 100分 の 45を乗 じて得た額 |

の総額

3～ 5 (m各 )

第 22条の 2～第 32条  (略 )

(案 )新   条   例

第 1条～第 21条の 3 (略 )

(勤勉手当)

第 22条  (略 )

2 勤勉手当の額は、勲勉手当基礎額に、規貝Jで定める割合を乗じて得
た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、
その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞ
れ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1)前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当
基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在 (退職し、または死亡
した職員にあつては、退職 し、または死亡した日現在。次項におい
て同じ。)において受けるべき扶養手当の月額およびこれに対する
地域手董の月額の合計額を加算 した額に、6月 に支給する場合には
100分 の 95、 12月 イこ支給す る場合 には 10 0分の 105を 乗
じて得た額の総額

(2)前項の職員の うち再任用職員 当該再任用職員または任期付短
時間勤務職員の勤勉手董基礎額に、6月 に支給する場合には 100
分の45
額の総額

守 給 十 る 塀 会 イこイま100 を乗じて得た12 月 t /獅ヽ の 50

8～ 5 (略 )

第 22条の 2～第 32条  (略 )



草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
草津市職員の給与に関する条例の一部改正 (第 1条関係)   新旧対照表

Ｉ
Ｐ
Ｐ
〕
―

4 3 4

幼 児 教 育 職 給 料 表
円 )

365,700

367,700

358,000

359,900

361,800

363,800

352,300

354;300

356,100

346,600

348,600

350,600

338,600

34Q,600

342,800

344,600

330,100

332,300

334,500

336,400

321,400

323,700

825,900

328,100

6級

給料月額

319,200

341,600

343,600

345,600

335,600

337,500

339,500

329,600

331,600

338,600

321,500

323,700

325,700

327,700

315,700

317,700

319,800

307,300

309,400

311,700

313,600

299,500

301,400

303,300

305,300

5級

給料月額

297,500

304,900

321,500

323,500

315,100

317,200

319,400

306,900

309,000

311,100

313,200

300,800

302,800

292,800

294,900

296,900

298,500

286,600

290,800

277,600

279,200

280,700

2821500

284,500

4級

給料月額

275,900

290,400

283,700

285,500

286,900

288,500

279,000

280,600

282,100

272,200

273,900

275,600

277,200

268,400

269,500

270,800

268,200

264,500

265,700

267,100

256,600

258,000

259,600

260,500

261,800

給料月額

255,000

3級

246,500

241,000

242,400

243,700

245,100

235,400

237,000

238,500

240,000

230,800

232,400

234,000

226,400

227,800

229,200

220,100

221,800

223,500

225,000

211,300

213.100

214,800

216,500

218,300

2級

給料月額

209,600

192,900

1941500

186,600

188,000

189,600

191,300

181,400

183,200

184,900

1771000

178,500

179,900

171,200

172,600

174,100

175,500

165,800

167,200

168,600

169,800

161,000

162,200

163,400

164,300

1級

給料月額

159,800

22

23

24

25

18

91

20

21

15

16

71

11

21

13

14

9

0l

3

4

5

6

7

1

2

の

号 給

新 条 例 (案 )

4 8 4

幼 児 教 育 職 給 料 表

363,800

365,700

867,700

358,000

359,900

861,800

350,600

352,300

354,300

356,100

344,600

346,600

348,600

386,400

338,600

340,600

342,800

328,100

330,100

332,300

334,500

319,200

321,400

323,700

325,900

6級

給料月額

341,600

343,600

345,600

335,600

337,500

339,500

328,200

380,000

332,000

333,800

322,000

324.200

326,200

314,200

316,300

318,300

320,400

306,200

308,200

310,200

312,300

298,900

300,700

302,600

304,400

5級

給料月額

319,400

321,500

323,500

313,200

315,100

317,200

305,900

307,800

309,800

311,500

299,500

301,800

303,800

292,000

294,000

296,100

298,100

284,400

286,300

288,100

290,100

278,600

280,000

281,600

282,900

4級

給料月額

288,000

289,600

291,300

283,300

8008

286,600

278,400

280,200

281,800

272,700

274,000

275,400

276,800

268,300

269,400

270,700

271,600

264,500

265,800

267,100

257,900

259,400

260,800

262,300

263,200

8級

給料月額

246,70

248,000

249,300

243,300

245,400

237,300

238,700

240,300

241,800

232,500

234,100

235,700

226,800

228,300

229,700

231,100

219,800

221,600

223,400

225,100

212,900

214,600

216,400

218,100

2級

給料月額

192,800

194,500

196,100

197,700

186;700

188,400

189,900

191,200

182,400

183,700

185,200

176,900

1781300

179,野 00

181,000

171,500

90072

174,100

175,500

166,500

167,700

168,600

170,100

給料月額

164,100

165,300

1級

25

12

22

23

24

71

81

19

20

14

15

16

10

11

21

13

6

7

8

9

2

3

4

5

号 給

の級

1



草津市職員の給与に関する条例等の一部を改正する
草津市職員の給与に関する条例の一部改正 (第 1条関係 )

条例
新旧対照表

旧  条  例

369,600

371,600

3呈 3,600

375,100

376,900

378,700

380,300

382,100

383,500

385,000

386,600

388,000

389,200

390,400

391,500

392,600

398,800

395,000

396,100

396,800

397,500

398,200

398,900

399,500

400,100

400,600

40と ,000

401,400

401,700

402,000

402,300

347,500

349,600

351,600

353,200

355,200

357,000

358,900

360,600

362,200

363,900

365,600

366,900

368,500

370,000

371,500

373,000

374,500

376,000

377,400

378,600

379,700

380,800

381,8o0

382,600

388,500

384,300

385,000

385,700

386,100

386,700

387,200

325,500

327,600

329,600

331,400

333,500

335,400

337,500

339,100

341,000

342,800

344,700

345,900

347,800

349,700

351,500

353,400

355,200

357,000

358,700

360,500

361,900

863,400

364,800

365,800

366,900

368,000

369,100

370,000

370,600

371,400

372,200

珈

293,60Q

295,200
296,400

298,100
299,800

301,400

302,900

304,500

306,000

307,600

309,100

310,600

312,000

313,600

314,900

316,500

318,000

319,500

320,500

321,700

322,900

324,100

325,100

326,100

327,000

328,000

328,900

329,600

330,400

331,200

248,200

249,700

251,400

252,800
254,100

255,300

256,600

珈

259,100

260,400

261,600
263,000

264,300

265,900

267,400

268,800
270,300

271,800

273,200

274,900

276,40(

277,900

279,400

280,900

282,300

283,800

285,100

286,400

287,900

289,300

290,800

196,200

198,000

199,700

印

203,000

204,5Qo

205,900

207,100
208,400

209,700

210,900

212,100

213,500

214,900

216,300

217,300

218,500

219,600

220,800

221,700

222,800

223,700

224,700

225,500

226,600

227,700

228,500

228,900

230,000

280,700

231,400

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

48

44

45

46

47

48

49

50

5 1

52

53

54

55

56

新 条 例 (案 )

369,600

371,600

373,600

375,100

376,900

378,700

380,300

382,100

383,500

385,000

386,600

388,000

389,200

390,400

391,500

392,600

393,800

395,000

396,100

396,800

397,500

398,200

398,900

399,500

400,100

400,600

401,000

401,400

401,700

402,000
402,300

347,500

349,600

351,600

353,200

355,200

357,000

358,900

360,600

362,200

363,900

365,600

366,900

368,500

370,000

371,500

373,000

374,500

376,000

377,400

378,600

379,700

380,800

381,800

382,600

383,500

384,300

385,000

385,700

386,100

386,700

387,200

325,500

327,600

329,600

331,400

333,500

335,400

387,500

339,100

341,000

342,800

344,700

345,900

347,800

349,700

351,500

353,400

355,200

357,000

358,700

360,500

361,900

363,400

864,800

365,800

366,900

368,000

369,100

370,000

370,600

371,400
372,200

292,800

294,500

296,100

297,200

298,500

300 0

301,400

802,900

804,500

306,000
307,600

309,100

310,600

312,000

313,600

314,900

816,500

318,000

319,500

320,500

321,700

322,900

324,100

325,100

326,100

327,000

328,000

328,900

329,600

330,400

331,200

250,900

252,400

254,000

255,400

256 7

257,800

259,100

260,400

261,400

262,700

263,700

264,900

266,100

267,300

268,500

269,900

271,400

272,900

274,300

275,900

277,400

278,900

280,400

281,800

283,200

284,700

286,000

靱

288,300

289,500

290,800

199,400

201,200

202,900

204,700

206,100

207,600

209,000

210,200

211,500

212,800

213,900

215,100

216,500

217,900

襲 00

220,300

221,500

222,600

223,800

224,600

225,700

226,600

227,500

228,200

229,100

230,200

231,000

231,400

232,500

233,100

233,700

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

5 1

52

53

54

55

56

Ｉ
Ｐ
Ｎ
Ｏ
Ｉ


